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　宅建士本試験は、例年4月1日現在施行中の法令等に基づいて出題されます。
本書執筆時（2025年10月末）以後に施行が判明した法改正情報については、
TAC宅建士講座の『法律改正点レジュメ』にて対応いたします。
※ 2026年7月よりTAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」内で無料公開（パスワー
ドの入力が必要です）

ご確認方法

　●　　　　　 で　　 し、TAC出版ウェブページ「TAC出版オンラインストア」
へアクセス

　●「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「宅地建物取引士　法律改正
点レジュメ」に進み、パスワードを入力してください。

パスワード：
公開期限：2026年度宅建士本試験終了まで

★法改正・統計情報対策も万全 !!『法律改正点レジュメ』のご案内★

　本書に記載されているすべての問題・解説について、『音声データ』を用意しました。
聞くだけで学習できますので、移動中や、家事をしているときなどのスキマ時間にご
活用ください！
※2026年２月下旬公開予定

ご確認方法
●　　　　　 で　　 し、TACウェブページ「TAC出版オンラインストア」へアクセス
● 「書籍連動ダウンロードサービス」を選択し、「わかって合格る宅建士　一問一答
セレクト1000」に進み、パスワードを入力してください。

パスワード：
公開期限：2026年度宅建士本試験終了まで

★スキマ時間に最適！『音声データ』ダウンロードサービス★

コチラからもアクセスできます⇨
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　宅建士試験では、とても広い範囲から出題されます。合格に必要不可欠な

知識だけにしぼり込んだ過去問題集であっても、最初はその分量に圧倒され

るかもしれません。

　そんなときに最適なのが、試験で頻出の論点や大切な知識を含む選択肢

だけで構成された、一問一答形式の問題集です。先に本試験で問われる全

分野の最重要ポイントを制覇しておけば、その後、過去問題集に取り組んだ

際の学習の進み方は段違いとなります。

　また一問一答形式では消去法が使えないため、ひとつひとつの選択肢を深

く考え、検討し、解答を導かざるを得ません。基礎力を養成する段階でこう

した姿勢を身につけておくことは、知識の正確さが問われる個数問題への対

応力を育てることにもつながります。

　本書『わかって合格る宅建士 一問一答セレクト1000』に収録した問題は、

学習効果を考え、TAC宅建士講座が過去問から選び抜いたものばかりです。

頻出＆重要論点の1000肢＝1000問で、本試験の出題範囲を徹底的に網羅

していますので、本書ならスピーディに、合格に必要不可欠な知識の基礎づ

くりが可能です。手軽な４分冊ですので、ちょっとしたスキマ時間の学習に

もぜひお役立てください。

　受験生の皆さんの宅建士本試験の合格をお祈り申し上げるとともに、本書

がその一助となることを切に願っております。

 2025年10月

 TAC宅建士講座

は じ め に
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❶ 全分野の頻出＆重要論点を最短時間で一気に制覇
　すべて過去問から厳選した1000肢＝1000問で、本試験で出題され
る内容を徹底的にカバーしています。
※ 出題年度は問題文の最後に表示。例えば（H23 - 30 - 1）なら、平成23年度問30肢1、
（R2 - 10月 - 10 - 2）なら令和２年度10月試験問10肢２となります。なお、法改正
などによる改題がなされているものは“改”と記載しています。

❷ 問題ごとの重要度
　本書掲載のものはすべてが大切な知識ばかりですが、特に重要なものか
ら　　　　→　　　　→　　　　の3段階で表示しています。

❸ 問題文に下線
　正誤判定の際、注意すべき語句に下線を引いています。こうしたヒント
を参考に学習することで、重要語句を見つける力が自然にアップします。

❹ 解説はまず結論から
　本書では可能な限り、各解説の最初に結論、その後詳しい解説を掲載し
ていますので、わかりやすくスピーディに解き進めることができます。ま
た誤りの選択肢については、誤っている部分と正解肢にするために修正す
べき内容を明記しました。

本書の特長
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❺ 4種類のアイコン
　その問題でなにを理解し覚えるべきかをお知らせしています。

　　　　　… 覚えることに重点を置くべき選択肢です。

　　　　　… 内容を理解することで、正解につながる選択肢です。

　　　　　…ひっかけ問題の選択肢です。

　　　　　… 違いを理解し、整理して覚えることが正解を導くポイントと
なる選択肢です。

❻ 赤シート対応
　暗記のための反復学習も簡単です。

❼ 『基本テキスト』へのリンクつき
　問題を解いたらすぐにテキストに戻れます。

❽ どこでも手軽に学習
　持ち運びに便利な４分冊ですので、時と場所を選ばずに学習できます。
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民法等（計 333問）

第1編

テーマ 『基本テキスト』の対応 問題番号
１ 停止条件 Chap.1-Sec.1 001～ 007
２ 期間計算 Chap.1-Sec.1 008～ 010
３ 意思無能力・制限行為能力 Chap.1-Sec.2 011～ 027
４ 失踪宣告・不在者の財産管理 Chap.1-Sec.2 028～ 029
５ 意思表示 Chap.1-Sec.3 030～ 043
６ 代　理 Chap.1-Sec.4 044～ 071
７ 債務不履行・解除等　 Chap.2-Sec.1 072～ 095
８ 手　付 Chap.2-Sec.1 096～ 099
９ 危険負担 Chap.2-Sec.2 100～ 102
10 売主の担保責任 Chap.2-Sec.3 103～ 113
11 抵当権等 Chap.2-Sec.4 114～ 138
12 連帯債務 Chap.2-Sec.5 139～ 141
13 保証と連帯保証 Chap.2-Sec.5 142～ 154
14 物権変動の対抗問題 Chap.2-Sec.6 155～ 166
15 不動産登記法 Chap.2-Sec.7 167～ 187
16 債権譲渡・債務引受 Chap.2-Sec.8 188～ 194
17 債権の消滅 Chap.2-Sec.9 195～ 205
18 賃貸借契約等 Chap.3-Sec.1 206～ 224
19 借地借家法（借地） Chap.3-Sec.2 225～ 242
20 借地借家法（借家） Chap.3-Sec.3 243～ 262
21 委任・請負・贈与 Chap.4-Sec.1～3 263～ 273
22 時　効 Chap.4-Sec.4 274～ 282
23 相　続 Chap.4-Sec.5 283～ 296
24 不法行為 Chap.4-Sec.6 297～ 305
25 相隣関係・共有 Chap.4-Sec.7 306～ 312
26 区分所有法（不動産登記法含む） Chap.4-Sec.8 313～ 333
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停止条件の性質

　ＡとＢは、Ａ所有地をＢに売却する契約を締結し、契約に「ＡがＣからマン

ションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた。停止条件の

成否未定の間は、ＡＢ間の契約の効力は生じていない。 （H11-6-1）

条件成就の効果

　ＡとＢとの間で、５か月後に実施される試験にＢが合格したときには、Ａ所

有の甲建物をＢに贈与する旨を書面で約した。Ｂは、本件試験に合格したとき

は、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。 （H30-3-3）

停止条件付権利の譲渡

　ＡはＢとの間で、Ａ所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、そ

の売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の２％の報酬を支払う旨の

停止条件付きの報酬契約を締結した。当該山林の売買契約が締結されていない

時点でも、Ｂは停止条件付の報酬請求権を第三者Ｃに譲渡できる。 （H18-3-4）

１ 停止条件 ➡

問題 001 

問題 002 

問題 003 

01_宅建セレクト1000_本文1.indd   201_宅建セレクト1000_本文1.indd   2 2025/10/30   9:292025/10/30   9:29



3

民

法

等

そ
の
他
関
連
知
識

法
令
上
の
制
限

宅

建

業

法

○　停止条件付契約は、条件成否未定の間は、契約の効力は生

じていない

　　　　停止条件付の契約は、①契約は成立しているが、②条件の成就までは、
契約の効力は発生していない（条件が成就するまで、効力の発生が停止されて
いる）と覚えること。これは、停止条件付法律行為の論点をマスターする際の
基本となるので、しっかり覚えておこう（127条１項）。

×　「Ｂは、（停止条件付贈与契約の）約定の時点にさかのぼっ

て、所有権を取得する」→Ｂは、条件が成就したときから、

所有権を取得する

　　　　停止条件付法律行為は、原則として、条件の成就の時から効力を生ず
る（127条１項）。ただし、例外として、当事者が、法律行為の効果を条件の成
就時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う（127条３
項）。本肢の場合、かかる意思の表示はないので、贈与契約時ではなく、停止
条件が成就した時（試験に合格した時）から、Ｂは、甲建物の所有権を取得する。

○　第三者に譲渡できる

　　　　停止条件付法律行為は、契約は成立している。契約は成立している以
上、条件の成就前でも、契約上の地位を譲渡できる（129条）。

第１編 「民法等」
　➡Chap1Sec.1

わか合
う

格
か

基本テキスト

解答 001 

解答 002 

解答 003 

1　停止条件
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停止条件付権利の相続

　停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停

止条件の成否が未定である間は相続できない。 （H23-2-2）

停止条件付契約の解約

　Ａは、Ｂとの間でＢ所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、

ＡがＡ所有の不動産を令和８年12月末までに売却でき、その代金全額を受領す

ることを停止条件とした。令和８年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の

間は、契約の効力が生じていないので、Ｂは、この売買契約を解約できる。

 （H15-2-2改）

条件成就の妨害

　ＡとＢは、Ａ所有地をＢに売却する契約を締結し、契約に「ＡがＣからマン

ションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた。ＡＢ間の契

約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受ける

Ｂが、ＡＣ間の契約の締結を故意に妨害した場合、Ａは、停止条件が成就した

とみなすことができる。 （H11-6-2）

問題 004 

問題 005 

問題 006 
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×　「停止条件の成否が未定である間は相続できない」→相続で

きる

　　　　停止条件付法律行為は、契約は成立しており、条件の成就まで契約の
効力の発生が停止されているだけである。よって、契約が成立している以上、
契約上の地位は、相続の対象になる（129条）。なお、「停止条件が成就した時
から効力が生ずる」とする点は正しい（127条１項）。

×　「停止条件の成否未定の間は、…売買契約を解約できる」→

解約できない

　　　　停止条件付法律行為でも、契約はすでに成立している。よって、条件
の成就未定であっても、すでに成立した契約について、条件が成就していない
からといって、他に解約する要件がないのに解約することはできない。なお、「停
止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていない」とする点は、正しい。

○　条件成就により不利益を受ける当事者が条件成就を故意に

妨害した場合、相手方は、停止条件が成就したとみなすこ

とができる

　　　　条件成就により不利益を受ける当事者（本肢ではＢ）が故意に条件成
就を妨げたときは、相手方（本肢ではＡ）はその条件が成就したとみなすこと
ができる（130条１項）。相手方（本肢ではＡ）の期待を保護するためである。
よって、Ａは条件が成就したとみなすことができ、ＡＢ間のＡ所有地の売買契
約の効力が生じることになる。なお、2020年の民法改正で、本肢とは逆のパター
ン、すなわち条件成就により利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させ
たときは、相手方はその条件が成就しなかったとみなすことができるという規
定（130条２項）も新設された。この改正点もいずれ本試験に出題されると思
われるので、注意しておこう。

解答 004 

解答 005 

解答 006 

1　停止条件
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実現不能な停止条件を付した契約

　ＡはＢとの間で、Ａ所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、そ

の売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の２％の報酬を支払う旨の

停止条件付きの報酬契約を締結した。停止条件付きの報酬契約締結の時点で既

にＡが第三者Ｃとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場

合には、Ｂの報酬請求権が効力を生ずることはない。 （H18-3-3）

問題 007 
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